
 
 
議案第４２号 
 
 
 
 
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の議案を提出する。 
 

令和４年７月２６日 
 
 
 

（提出者）              
世田谷区教育委員会     

教育長  渡部 理枝 
 
 
 
 
（提案説明） 

夏季休暇取得期間を延長することに伴い一部規則を改正する必要が生じたため、本案を提出

する。 
 



   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月

世田谷区教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１条を加える。 

第１１条 令和４年度における第２７条第１項の規定の適用については、同項中「７

月１日から９月３０日まで」とあるのは、「７月１日から１１月３０日まで」とす

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幼稚園教育職員の勤務 

時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定は、令和４年７月１日から適用する。 
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